
介護サービス事業等の基準に関する 

福岡市独自基準について 

 
・指定（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・指定 地域密着型 特定施設入居者生活介護 

・指定介護老人福祉施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・介護老人保健施設 

・指定介護療養型医療施設 

・指定（介護予防）短期入所療養介護事業所 

・介護医療院 

・指定通所介護事業所 

・指定（介護予防）福祉用具貸与事業所 

・指定特定（介護予防）福祉用具販売事業所 

・指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所 

・指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所 

・指定（介護予防）訪問看護事業所 

・指定訪問介護事業所 

・指定（介護予防）訪問入浴介護事業所 
 

 

 

 

福岡市保健福祉局高齢社会部介護保険課 
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　　・介護医療院
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        ・介護医療院

 

，介護医療院
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・介護医療院

ダンス  

 

　　　・介護医療院

　従来より

 

 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kaigohoken/health/00/05/5-010112.html

平成２４年度以前

平成２４年度以前

7



 

 
 
 

 
 

 
，身体的拘束等の

　　適正化のための対策その他必要事項について検討を行う会議をいう。以下同じ
　　。   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

　８　特別養護老人ホームは，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置
　　を講じなければならない。

(１) 身体拘束廃止委員会を３月に１回以上開催するとともに，その結果に
ついて，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(３) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。
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，条例等に従い，各サービスの提供
上必要と考えられる内容を盛り込むこと。 

 

平成２４年度以前
平成２４年度以前
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　・介護医療院 

 

 

ttp://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kaigohoken/health/00/05/5-010112.html

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/313182_53300273_misc.pd
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ただし，病床を有する診療所により行われる
　　看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請（暴力団員，暴力団員を役
　　員とする団体及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者によるもの
　　を除く。）については，この限りでない。
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